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議事日程  「諸般の報告」「事務局報告」 

１「農用地利用集積計画（利用権設定・所有権移転）（案）の意見決定」について 

２「農地法第３条の規定による許可申請の処分決定」について 

３「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外・編入）申出の意見決定」について 
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６「あっせん申出」について 
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８「農地法第２条第１項に規定する農地に該当するか否かの判断に係る決定」について 
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「開 会  午前 １０時００分」 

 

 

 

○砂田事務局長 

 姿勢を正してください。一同、礼。 

 

○議長（会長） 

 皆さん、こんにちは。本日の出席委員は３７名であります。定足数に達しておりますので、ただいま

から平成２８年第１０回霧島市農業委員会定例総会を開会いたします。本日の議事日程は、お手元に配

布の議案書のとおりでございます。議案の修正がありますので、事務局より報告をさせます。事務局。 

 

○        〔事務局より議案書の訂正について報告〕 

 

○議長（会長） 

次に諸般の報告・事務局報告をいたします。事務局。 

 

○砂田事務局長 

それでは先月の定例総会以降に会長等が出席しました会議等について、報告をいたします。 

 

〔８件について報告〕 

 

以上、会長等が出席した会議等の状況であります。次に、事務局報告をいたします。 

農地法第１８条第６項等解約通知報告です。利用権解約のうち、賃借権通知７件、使用貸借権通知１

件の計８件が提出されました。また、平成１９年５月に許可した５条許可の取消し願いが提出されまし

た。以上で報告を終わります。 

 

○議長（会長） 

 諸般の報告、事務局報告が終わりました。では、議事に入ります。 

 

 

 

△ 議案第１号  「農用地利用集積計画（利用権設定・所有権移転）（案）の意見決定」について 

 

 議案第１号「農用地利用集積計画（利用権設定・所有権移転）（案）の意見決定について」を議題と

いたします。農業経営基盤強化促進法第１８条第１項に基づき、所有権移転１件、利用権設定のうち賃

借権設定４２件、使用賃借権設定６件の計４９件の農地利用集積計画（案）について、市長より意見を

求められておりますので、当委員会での審議を求めます。ただし、利用権設定４８件のうち１６件は、

再設定及び認定農業者でありますのでご承認いただくこととし、新規の３２件について審議を行います。
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それでは調査委員の意見報告を求めます。所有権移転の１番を９番委員。 

 

○９番委員 

１号所有権移転の１番について報告します。 

本件については、農業経営基盤強化促進法に基づき、譲渡人と譲受人との間で、申請地１筆＊＊万円

にて協議が整い、所有権移転に係る申出書が平成２８年１０月５日に提出されました。以下、譲受人が

農業経営基盤強化促進法にて所有権移転を受ける要件を備えているか否かについて報告します。譲受人

は認定農業者であり、現在１１，３９７㎡のすべてについて耕作しており、必要な農作業に常時従事す

ると認められる。また、農機具も完備している。取得後に周辺の農地の利用に支障を生ずる恐れがない

と思われる。あっせん譲受人候補者名簿の横川地区＊＊番に記載されており、その経営面積もあっせん

基準の８０ａを超えている。以上のような理由により、譲受人は所有権移転を受ける要件を備えている

ものと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

次に利用権設定の２番、２３番委員。 

 

○２３番委員 

１号利用権設定の２番を報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、６２，９１６㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家

であり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することが

できると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思

われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

７番、１３番委員。 

 

○１３番委員 

１号利用権設定の７番を報告します。 

本件については、農地中間管理事業により、鹿児島県地域振興公社が所有者から農地を１０年間借り

受け、耕作を希望する方へ貸し付けするための申し出であり、申請地３筆は農用地区域内に位置し、適

切に管理されている。また、権利を取得しようとする鹿児島県地域振興公社は法律により農地中間管理

機構に指定されており、要件を備えているものと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

８番、３２番委員。 

 

○３２番委員 

１号利用権設定の８番を報告します。 

本件については、農地中間管理事業により、鹿児島県地域振興公社が所有者から農地を１０年間借り

受け、耕作を希望する方へ貸し付けするための申し出であり、申請地１筆は農用地区域内に位置し、適
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切に管理されている。また、権利を取得しようとする鹿児島県地域振興公社は法律により農地中間管理

機構に指定されており、要件を備えているものと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

９番、２９番委員。 

 

○２９番委員 

１号利用権設定の９番を報告します。 

本件については、農地中間管理事業により、鹿児島県地域振興公社が所有者から農地を１０年間借り

受け、耕作を希望する方へ貸し付けするための申し出であり、申請地３筆は農用地区域内に位置し、適

切に管理されている。また、権利を取得しようとする鹿児島県地域振興公社は法律により農地中間管理

機構に指定されており、要件を備えているものと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

１０番、１２番、１８番、１９番、２０番及び２２番から２６番、２６番委員。 

 

○２６番委員 

１号利用権設定の１０番、１２番、１８番、１９番、２０番及び２２番から２６番の１０件について

借人が同一のため、まとめて報告します。 

本件については、農地中間管理事業により、鹿児島県地域振興公社が所有者、外９名から農地を１０

年間借り受け、耕作を希望する方へ貸し付けするための申し出であり、申請地３２筆は農用地区域内に

位置し、適切に管理されている。また、権利を取得しようとする鹿児島県地域振興公社は法律により農

地中間管理機構に指定されており、要件を備えているものと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

１１番、１３番から１７番及び２１番、２７番委員。 

 

○２７番委員 

１号利用権設定の１１番、１３番から１７番及び２１番の７件について借人が同一のため、まとめて

報告します。 

本件については、農地中間管理事業により、鹿児島県地域振興公社が所有者、外６名から農地を５年

間及び１０年間借り受け、耕作を希望する方へ貸し付けするための申し出であり、申請地１１筆は農用

地区域内に位置し、適切に管理されている。また、権利を取得しようとする鹿児島県地域振興公社は法

律により農地中間管理機構に指定されており、要件を備えているものと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

２７番、２５番委員。 

 

○２５番委員 

１号利用権設定の２７番を報告します。 
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借人は、新規就農という申請であり、現地調査の結果、起農計画書とおり耕作すると認められる。ま

た、農作業に常時従事すると認められる。農機具も完備している。申請地を効率的に利用することがで

きると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思わ

れる。以上です。 

 

○議長（会長） 

３７番から４１番、２０番委員。 

 

○２０番委員 

１号利用権設定の３７番を報告します。 

借人は、現在、５，９０１㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家であり、農作業に常時

従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することができると認められる。

以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思われる。 

 

１号利用権設定の３８番から４０番は借人が同一のため、まとめて報告します。 

本件については、農地中間管理事業により、鹿児島県地域振興公社が所有者、外２名から農地を１０

年間借り受け、耕作を希望する方へ貸し付けするための申し出であり、申請地４筆は農用地区域内に位

置し、適切に管理されている。また、権利を取得しようとする鹿児島県地域振興公社は法律により農地

中間管理機構に指定されており、要件を備えているものと思われる。 

 

１号利用権設定の４１番を報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、１５，５８９㎡のすべてについて耕作している。また、兼業農家

であり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することが

できると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思

われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

４３番、３１番委員。 

 

○３１番委員 

１号利用権設定の４３番を報告します。 

本件については、農地中間管理事業により、鹿児島県地域振興公社が所有者から農地を１０年間借り

受け、耕作を希望する方へ貸し付けするための申し出であり、申請地３筆は農用地区域外に位置し、銀

杏採取用のイチョウ及び栗が植えられている。また、権利を取得しようとする鹿児島県地域振興公社は

法律により農地中間管理機構に指定されており、要件を備えているものと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

４４番及び４５番、３７番委員に代わり１１番委員。 

 

○１１番委員 
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１号利用権設定の４４番及び４５番は借人が同一のため、まとめて報告します。 

本件については、農地中間管理事業により、鹿児島県地域振興公社が所有者、外１名から農地を１０

年間借り受け、耕作を希望する方へ貸し付けするための申し出であり、申請地７筆は農用地区域内に位

置し、適切に管理されている。また、権利を取得しようとする鹿児島県地域振興公社は法律により農地

中間管理機構に指定されており、要件を備えているものと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

４６番、２８番委員。 

 

○２８番委員 

１号利用権設定の４６番を報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、３，９９６㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家で

あり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することがで

きると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思わ

れる。以上です。 

 

○議長（会長） 

４８番、１１番委員。 

 

○１１番委員 

１号利用権設定の４８番を報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、２０，４２１㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家

であり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することが

できると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思

われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

ただいま、調査委員から意見報告がありました。補足・説明はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 この件について質疑・討論はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。農用地利用集積計画（案）の意見決定について

は、農業経営基盤強化促進法第１８条の各要件を満たしており、妥当なものであるという意見です。こ

れについて承認することに賛成の方の挙手を求めます。 
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○        〔全員挙手〕 

 

○議長（会長） 

 全員賛成であります。よって、議案第１号「農用地利用集積計画（案）の意見決定について」は、承

認することに決定し、その旨を市長に通知いたします。 

 

 

 

△ 議案第２号 「農地法第３条の規定による許可申請の処分決定」について 

 

○議長（会長） 

 次に、議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請の処分決定について」を議題とします。当委

員会に対し、農地法第３条の規定による許可申請、所有権移転の９件が提出されましたので、この処分

について審議を求めます。それでは、議案書記載順に調査委員の意見報告を求めます。１番を４番委員。 

 

○４番委員 

２号１番を報告します。 

申請地は春山公民館の北に位置しており、現況は畑である。申請地には所有権以外の使用収益権は設

定されていない。受人は３名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められる。また、

農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜

の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は５，３０１㎡で下限面積要件を満た

しており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずる

恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われるた

め、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

２番、２３番委員。 

 

○２３番委員 

２号２番を報告します。 

申請地は春山公民館の南西に位置しており、現況は畑である。申請地には所有権以外の使用収益権は

設定されていない。受人は２名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められる。ま

た、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべを効率的に利用して耕作又は養

畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は３１，６０３㎡で下限面積要件を

満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生

ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われ

るため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 
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３番、１４番委員。 

 

○１４番委員 

２号３番を報告します。 

申請地は春山緑地公園の東に位置しており、現況は畑である。申請地には所有権以外の使用収益権は

設定されていない。受人は５名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められる。ま

た、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は

養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は２３７，３４８㎡で下限面積要

件を満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障

を生ずる恐れがない。受人の法人は法人形態要件、事業要件、構成員要件、役員要件の４つの農業生産

法人の要件を満たすものと認められる。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号

に該当しないと思われるため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

４番、１２番委員。 

 

○１２番委員 

２号４番を報告します。 

申請地は霧島市水道部の東に位置しており、現況は荒地である。申請地には所有権以外の使用収益権

は設定されていない。受人は２名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められる。

また、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又

は養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は８，８９９㎡で下限面積要件

を満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を

生ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しないと思わ

れるため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

５番、１９番委員。 

 

○１９番委員 

２号５番を報告します。 

申請地は木原公民館の西に位置しており、現況は畑である。申請地には所有権以外の使用収益権は設

定されていない。受人は３名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められる。また、

農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜

の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は２５６，６７０㎡で下限面積要件を

満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生

ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われ

るため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 
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６番、２５番委員。 

 

○２５番委員 

２号６番を報告します。 

申請地は玉利公民館の南西に位置しており、現況は畑である。申請地には所有権以外の使用収益権は

設定されていない。受人は２名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められる。ま

た、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は

養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は２，６８８㎡で下限面積要件を

満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生

ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われ

るため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

７番、２６番委員。 

 

○２６番委員 

２号７番を報告します。 

申請地は北園集落センターの南西に位置しており、現況は田である。申請地には所有権以外の使用収

益権は設定されていない。受人は１名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められ

る。また、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕

作又は養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は７５，８３０㎡で下限面

積要件を満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に

支障を生ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しない

と思われるため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

８番、２０番委員。 

 

○２０番委員 

２号８番を報告します。 

申請地は持松四区公民館の北東に位置しており、現況は不耕作地である。申請地には所有権以外の使

用収益権は設定されていない。受人は３名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認め

られる。また、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用し

て耕作又は養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は５，９９８㎡で下限

面積要件を満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保

に支障を生ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しな

いと思われるため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

９番、２５番委員。 
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○２５番委員 

２号９番を報告します。 

申請地は比曽木野地区コミュニティセンターの南に位置しており、現況は不耕作地である。申請地に

は所有権以外の使用収益権は設定されていない。受人は１名で農作業を行うもので、必要な農作業に常

時従事すると認められる。また、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべて

を効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は４

６，６３２㎡で下限面積要件を満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ

総合的な利用の確保に支障を生ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２

項の各号に該当しないと思われるため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

ただいま調査委員の意見報告が終わりました。補足・説明はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 この件について質疑・討論はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。農地法第３条の規定による許可申請９件は、農

地法第３条第２項の各号に該当しないため許可相当という意見です。これについて承認することに賛成

の方の挙手を求めます。 

 

○         〔全員挙手〕 

 

○議長（会長） 

 全員賛成であります。よって、議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請の処分決定について」

は、許可することに決定いたします。 

 

 

 

△ 議案第３号 「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外・編入）申出の意見決定」

について 

 

○議長（会長） 

 次に、議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更申出の意見決定について」を議題といたします。

農業振興地域整備計画に係る農用地利用計画の一部変更の農振除外８件について市長より意見を求め
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られておりますので、当委員会での審議を求めます。この件について現地調査が行われておりますので、

調査委員の意見報告をお願いします。農振除外、１番及び２番を、３６番委員。 

 

○３６番委員 

３号農振除外１番を報告します。 

申請地は府中地区公民館の北西に位置しており、現況は田である。申請地の北は不耕作地、南は田、

東は水路、西は水路である。除外目的は、建売住宅５棟を建築するものである。当申請は具体的な転用

計画があり、除外目的に通常必要とされる面積からみて妥当と思われる。農用地区域外にある代替地の

検討結果は妥当である。農用地の外周部に２辺以上接続している。除外することで農用地の集団化や、

農作業の効率化への影響はないと思われる。農用地区域内における担い手の利用集積に支障を及ぼすお

それはないと思われる。農用地等保全施設の有する機能に影響を及ぼすおそれはないと思われる。申請

地は土地改良事業等がなされた土地であるが事後完了後８年を経過しているため問題ないと思われる。

また、除外されたと仮定した場合、申請地は住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する

者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続しているため、１種農地の集落接続施設に該当する

と思われ、転用が可能な見込みのある土地であると思われる。以上のような理由により、除外はやむを

得ないと思われる。 

 

３号農振除外２番を報告します。 

申請地は有下公民館の北に位置しており、現況は田である。申請地の北は田、南は水路、東は田、西

は水路である。除外目的は、公民館兼避難所及び駐車場を建設するものである。当申請は具体的な転用

計画があり、除外目的に通常必要とされる面積からみて妥当と思われる。農用地区域外にある代替地の

検討結果は妥当である。農用地の外周部に１辺接続している。除外することで農用地の集団化や、農作

業の効率化への影響はないと思われる。農用地区域内における担い手の利用集積に支障を及ぼすおそれ

はないと思われる。農用地等保全施設の有する機能に影響を及ぼすおそれはないと思われる。申請地は

土地改良事業等がなされた土地であるが事業完了後８年を経過しているため問題ないと思われる。また、

除外されたと仮定した場合、申請地は都市住民の農業の体験その他都市等との地域間交流を図るために

設置される施設のため、１種農地の地域間交流施設に該当すると思われ、転用が可能な見込みのある土

地であると思われる。以上のような理由により、除外はやむを得ないと思われる。以上です 

 

○議長（会長） 

農振除外の３番及び４番、３番委員。 

 

○３番委員 

３号農振除外３番を報告します。 

申請地は小田東公民館の北に位置しており、現況は田である。申請地の北は道路、南は田、東は水路、

西は畑である。除外目的は、建売住宅４棟を建築するものである。当申請は具体的な転用計画があり、

除外目的に通常必要とされる面積からみて妥当と思われる。農用地区域外にある代替地の検討結果は妥

当である。農用地の外周部に１辺接続している。除外することで農用地の集団化や、農作業の効率化へ

の影響はないと思われる。農用地区域内における担い手の利用集積に支障を及ぼすおそれはないと思わ

れる。農用地等保全施設の有する機能に影響を及ぼすおそれはないと思われる。申請地は土地改良事業
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等がなされた土地でないため問題ないと思われる。また、除外されたと仮定した場合、申請地は他のい

ずれの要件にも該当しない農地、２種農地のその他の農地に該当すると思われ、転用が可能な見込みの

ある土地であると思われる。以上のような理由により、除外はやむを得ないと思われる。 

 

３号農振除外４番を報告します。 

申請地は小田中央溝上公民館の南東に位置しており、現況は雑種地である。申請地の北は道路、南は

田、東は田、西は水路である。除外目的は、資材置場として利用するものである。当申請は具体的な転

用計画があり、除外目的に通常必要とされる面積からみて妥当と思われる。農用地区域外にある代替地

の検討結果は妥当である。農用地の外周部に１辺接続している。除外することで農用地の集団化や、農

作業の効率化への影響はあると思われる。農用地区域内における担い手の利用集積に支障を及ぼすおそ

れはあると思われる。以上のような理由により、除外は認めがたいと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

農振除外の５番、２番委員。 

 

○２番委員 

３号農振除外５番を報告します。 

申請地は空港自動車学校の北に位置しており、現況は畑である。申請地の北は道路、南は畑、東は畑、

西は宅地である。除外目的は、試験場及び駐車場を建築するものである。当申請は具体的な転用計画が

あり、除外目的に通常必要とされる面積からみて妥当と思われる。農用地区域外にある代替地の検討結

果は妥当である。農用地の外周部に２辺以上接続している。除外することで農用地の集団化や、農作業

の効率化への影響はないと思われる。農用地区域内における担い手の利用集積に支障を及ぼすおそれは

ないと思われる。農用地等保全施設の有する機能に影響を及ぼすおそれはないと思われる。申請地は土

地改良事業等がなされた土地でないため問題ないと思われる。また、除外されたと仮定した場合、申請

地は拡張に係る部分の面積が既存の敷地の２分の１の面積を超えないため、１種農地の既存施設の拡張

に該当すると思われ、転用が可能な見込みのある土地であると思われる。以上のような理由により、除

外はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

農振除外の６番、７番及び８番、３５番委員。 

 

○３５番委員 

３号農振除外６番を報告します。 

申請地は前ノ段ふれあい館の南に位置しており、現況は不耕作地である。申請地の北は山林、南は河

川、東は山林、西は道路である。除外目的は、山林にするものである。当申請は具体的な転用計画があ

り、除外目的に通常必要とされる面積からみて妥当と思われる。農用地の外周部に２辺以上接続してい

る。除外することで農用地の集団化や、農作業の効率化への影響はないと思われる。農用地区域内にお

ける担い手の利用集積に支障を及ぼすおそれはないと思われる。農用地等保全施設の有する機能に影響

を及ぼすおそれはないと思われる。申請地は土地改良事業等がなされた土地でないため問題ないと思わ

れる。また、除外されたと仮定した場合、申請地は他のいずれの要件にも該当しない農地、２種農地の
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その他の農地に該当すると思われ、転用が可能な見込みのある土地であると思われる。以上のような理

由により、除外はやむを得ないと思われる。 

 

３号農振除外７番を報告します。 

申請地は前川内公民館の東に位置しており、現況は不耕作地である。申請地の佳例川＊＊番の北は道

路、南は山林、東は山林、西は畑と山林である。申請地の佳例川＊＊番の北は山林、南は道路、東は山

林、西は道路と山林である。除外目的は、山林にするものである。当申請は具体的な転用計画があり、

除外目的に通常必要とされる面積からみて妥当と思われる。農用地の外周部に２辺以上接続している。

除外することで農用地の集団化や、農作業の効率化への影響はないと思われる。農用地区域内における

担い手の利用集積に支障を及ぼすおそれはないと思われる。農用地等保全施設の有する機能に影響を及

ぼすおそれはないと思われる。申請地は土地改良事業等がなされた土地でないため問題ないと思われる。

また、除外されたと仮定した場合、申請地は他のいずれの要件にも該当しない農地、２種農地のその他

の農地に該当すると思われ、転用が可能な見込みのある土地であると思われる。以上のような理由によ

り、除外はやむを得ないと思われる。 

 

３号農振除外８番を報告します。 

申請地は比曽木野地区コミュニティセンターの南に位置しており、現況は不耕作地である。申請地の

北は道路、南は道路、東は道路、西は宅地である。除外目的は、山林にするものである。当申請は具体

的な転用計画があり、除外目的に通常必要とされる面積からみて妥当と思われる。農用地の外周部に２

辺以上接続している。除外することで農用地の集団化や、農作業の効率化への影響はないと思われる。

農用地区域内における担い手の利用集積に支障を及ぼすおそれはないと思われる。農用地等保全施設の

有する機能に影響を及ぼすおそれはないと思われる。申請地は土地改良事業等がなされた土地でないた

め問題ないと思われる。また、除外されたと仮定した場合、申請地は他のいずれの要件にも該当しない

農地、２種農地のその他の農地に該当すると思われ、転用が可能な見込みのある土地であると思われる。

以上のような理由により、除外はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

ただいま調査委員の意見報告が終わりました。補足・説明はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 この他について質疑・討論はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。農業振興地域整備計画の一部変更申出の農振除

外８件のうち、４番は不許可、４番の除く７件は許可という意見です。これについて承認することに賛

成の方の挙手を求めます。 
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○        〔挙手多数〕 

 

○議長（会長） 

 賛成多数であります。よって、議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更申出の意見決定につい

て」４番は不許可、４番を除く、７件は許可という意見を市長に答申することに決定します。 

 

 

 

△ 議案第４号 「農地法第４条の規定による許可申請の処分決定」について 

 

○議長（会長） 

 次に、議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請の処分決定について」を議題とします。当委

員会に対し、農地法第４条の規定による許可申請１０件が提出されましたので、この処分について審議

を求めます。これも事前に現地調査が行われておりますので、議案書記載順に調査委員の意見報告を求

めます。１番、２３番委員。 

 

○２３番委員 

 ４号１番について報告します。 

申請地は市営大野原団地の南に位置し、現況は雑種地である。なお、平成１８年頃、造成してしまっ

たという始末書が添付されている。農地区分は、都市計画区域内で用途地域が定められている区域内に

ある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資金の調達については自己資金

であるため問題ないと思われる。また、資金証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は貸家

１棟を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は３９８㎡であ

り、貸家１棟に利用するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は宅地と畑、西は道路、南

は宅地、北は道路である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はない

ものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

２番、２５番委員。 

 

○２５番委員 

 ４号２番について報告します。 

申請地は宮川内公民館の南西に位置し、現況は宅地である。なお、平成１６年４月頃、住宅を建築し

てしまったという始末書が添付されている。農地区分は、他のいずれの要件にも該当しない農地、２種

農地のその他の農地に該当すると思われる。資金の調達については転用済みのため不要である。法定小

作人なし。転用目的は農家住宅を建設するものであり、既に申請とおりの用途に利用されている。計画

面積は８００㎡であり、農家住宅はおおむね１０００㎡であるため妥当と思われる。申請地の東は田、

西は道路、南は水路、北は道路である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるた

め支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 
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○議長（会長） 

３番及び４番、２番委員。 

 

○２番委員 

 ４号３番について報告します。 

申請地は下桑ノ丸公民館の東に位置し、現況は畑である。農地区分は、農用地区域内の農地に該当す

ると思われる。資金の調達については融資であるため問題ないと思われる。また、融資証明も添付され

ている。法定小作人なし。転用目的は農業用倉庫を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現

は確実と思われる。計画面積は１，１４４㎡であり、農業用倉庫に利用するためには相当な面積である

と思われる。申請地の東は水路、西は道路、南は畑、北は道路である。隣接地については被害防除計画

書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを

得ないと思われる。 

 

 ４号４番について報告します。 

申請地は持松四区公民館の北東に位置し、現況は堆肥小屋である。なお、平成１８年４月頃、堆肥舎

を建設してしまったという始末書が添付されている。農地区分は、他のいずれの要件にも該当しない農

地、２種農地のその他の農地に該当すると思われる。資金の調達については転用済みのため不要である。

法定小作人なし。転用目的は堆肥小屋を建設するものであり、既に申請とおりの用途に利用されている。

計画面積は３１７㎡であり、堆肥小屋に利用するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は

畑、西は道路、南は畑、北は道路である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとる

ため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

５番、１７番委員。 

 

○１７番委員 

４号５番について報告します。 

申請地は持松四区公民館の北東に位置し、現況は山林である。なお、平成２３年２月頃、植林してし

まったという始末書が添付されている。農地区分は、他のいずれの要件にも該当しない農地、２種農地

のその他の農地に該当すると思われる。資金の調達については転用済みのため不要である。法定小作人

なし。転用目的は山林にするものであり、既に申請とおりの用途に利用されている。計画面積は３，２

６２㎡であり、申請地に全て植林するもので相当な面積であると思われる。申請地の東は山林、西は山

林、南は山林、北は山林である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障

はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

６番、３番委員。 

 

○３番委員 

 ４号６番について報告します。 
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申請地は住吉運動公園の南に位置し、現況は荒地である。農地区分は、住宅の用若しくは事業の用に

供する施設又は公共施設若しくは公益的施設が連たんしている区域に近接する区域内にある農地の区

域で、その規模がおおむね１０ｈａ未満であるため、２種農地の市街地近接農地に該当すると思われる。

資金の調達については融資であるため問題ないと思われる。また、融資証明も添付されている。法定小

作人なし。転用目的は共同住宅を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。

計画面積は２０７㎡であり、また、隣接地山林の１，０５４㎡を一体利用するもので、全体計画面積は

１，２６１㎡である。共同住宅２棟に利用するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は道

路、西は宅地、南は道路、北は道路である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をと

るため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上で

す。 

 

○議長（会長） 

７番、４番委員。 

 

○４番委員 

４号７番について報告します。 

申請地は市営天降川団地の西に位置し、現況は雑種地である。なお、年月日不詳で、造成してしまっ

たという始末書が添付されている。農地区分は、都市計画区域内で用途地域が定められている区域内に

ある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資金の調達については転用済み

のため不要である。法定小作人なし。転用目的は駐車場を建設するものであり、既に申請とおりの用途

に利用されている。計画面積は３１９㎡であり、駐車場車５台分に利用するためには相当な面積である

と思われる。申請地の東は道路、西は道路とＪＲ敷地、南は雑種地、北は宅地である。隣接地について

は被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、

転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

８番、３７番委員に代わり１１番委員。 

 

○１１番委員 

４号８番について報告します。 

申請地は市営東郷団地の西に位置し、現況は不耕作地である。農地区分は、都市計画区域内で用途地

域が定められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資

金の調達については自己資金であるため問題ないと思われる。また、資金証明も添付されている。法定

小作人なし。転用目的は貸家を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。

計画面積は４００㎡であり、貸家１棟として利用にするためには相当な面積であると思われる。申請地

の東は道路、西は５条申請地、南は宅地、北は道路である。隣接地については被害防除計画書に記載し

てある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思

われる。以上です。 

 

○議長（会長） 
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９番及び１０番、４番委員。 

 

○４番委員 

４号９番について報告します。 

申請地は沢馬場公民館の南に位置し、現況は雑種地である。なお、平成２７年９月頃、造成してしま

ったという始末書が添付されている。農地区分は、都市計画区域内で用途地域が定められている区域内

にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資金の調達については自己資

金と融資であるため問題ないと思われる。また、資金証明と融資証明も添付されている。法定小作人な

し。転用目的は太陽光発電施設を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。

計画面積は１９４㎡であり、また、隣接地の宅地４９６㎡を一体利用するもので、全体計画面積は６９

０㎡である。太陽光パネル６４枚を設置するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は道路、

西は残地の畑、南は残地の畑、北は雑種地である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措

置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。 

 

４号１０番について報告します。 

申請地は隼人駅前公園の東に位置し、現況は雑種地である。なお、昭和６０年頃、造成してしまった

という始末書が添付されている。農地区分は、都市計画区域内で用途地域が定められている区域内にあ

る農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資金の調達については転用済みの

ため不要である。法定小作人なし。転用目的は駐車場を建設するものであり、既に申請とおりの用途に

利用されている。計画面積は４９４㎡であり、駐車場車２０台分に利用するためには相当な面積である

と思われる。申請地の東は宅地、西は道路、南は宅地、北は宅地である。隣接地については被害防除計

画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむ

を得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

ただいま調査委員の意見報告が終わりました。補足・説明はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

この件について質疑・討論はありませんか。１３番委員。 

 

○１３番委員 

 ４号４番、５番についてですが、転用目的が堆肥小屋と山林ですが、２号８番の耕作予定面積５，９

９８㎡には４番及び５番分は含まれていますか。 

 

○議長（会長） 

 事務局。 

 

○事務局（中吉主任主事） 
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 ２号８番の経営面積には転用面積は含んでおりません。 

 

○１３番委員。 

 分かりました。 

 

○議長（会長） 

 他に質疑・討論はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。農地法第４条の規定による許可申請１０件は、

転用はやむを得ないということで許可という意見です。これについて賛成の方の挙手を求めます。 

 

○        〔全員挙手〕 

 

○議長（会長） 

 全員賛成であります。よって、議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請の処分決定について」

は、転用は許可するということに決定します。つきましては、１１月７日開催の鹿児島県農業会議常設

審議委員会に、法律により定められた案件及び県農業会議の決議に該当する案件について意見聴取いた

します。 

 

 

 

△ 議案第５号 「農地法第５条の規定による許可申請の処分決定」について 

 

○議長（会長） 

 次に、議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請の処分決定について」を議題とします。当委

員会に対し、農地法第５条の規定による許可申請２７件が提出されましたので、この処分について審議

を求めます。議案書記載順に調査委員の意見報告を求めます。１番及び２番を４番委員。 

 

○４番委員 

 ５号１番について報告します。 

 申請地は牧内公民館の北西に位置し、現況は雑種地である。なお、平成２６年１０月頃、盛土及び整

地をしてしまったという始末書が添付されている。農地区分は、拡張に係る部分の面積が既存の敷地の

２分の１の面積を超えないため、１種農地の既存施設の拡張に該当すると思われる。資金の調達につい

ては転用済みのため不要である。法定小作人なし。転用目的は参道を建設するものであり、既に申請と

おりの用途に利用されている。計画面積は５２９㎡であり、また、隣接地の雑種地及び宅地の２，３６

３．７９㎡を一体利用するもので、全体計画面積は２，８９２．７９㎡である。参道に利用するために

は相当な面積であると思われる。申請地の東は畑、西は宅地、南は道路、北は宅地である。隣接地につ
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いては被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由に

より、転用はやむを得ないと思われる。 

 

 ５号２番について報告します。 

 申請地は玄亀庵公民館の南東に位置し、現況は荒地である。農地区分は、他のいずれの要件にも該当

しない農地、２種農地のその他の農地に該当すると思われる。資金の調達については融資であるため問

題ないと思われる。また、融資証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は鉄筋加工置場と資

材置場を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は２，３６１

㎡であり、鉄筋加工置場と資材置場に利用するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は道

路、西は宅地、南は水路、北は道路である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をと

るため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上で

す。 

 

○議長（会長） 

３番、６番委員。 

 

○６番委員 

 ５号３番について報告します。 

 申請地は清水公民館の西に位置し、現況は不耕作地である。農地区分は、都市計画区域内で用途地域

が定められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資金

の調達については融資であるため問題ないと思われる。また、融資証明も添付されている。法定小作人

なし。転用目的は宅地分譲３区画と通路を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と

思われる。計画面積は１，３８７㎡であり、宅地分譲３区画と通路に利用するためには相当な面積であ

ると思われる。申請地の東は通路、西は田、南は田、北は水路である。隣接地については被害防除計画

書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを

得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

４番、４番委員。 

 

○４番委員 

 ５号４番について報告します。 

 申請地は永田公民館の北西に位置し、現況は雑種地である。なお、平成２６年９月から、５条許可を

受けて資材置場として利用されている。農地区分は、他のいずれの要件にも該当しない農地、２種農地

のその他の農地に該当すると思われる。資金の調達については融資であるため問題ないと思われる。ま

た、融資証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は住宅兼事務所及び資材置場を建設するも

のであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は８６０㎡であり、住宅兼事務所

及び資材置場に利用するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は道路、西は田、南は田、

北は宅地である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思

われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 
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○議長（会長） 

５番、３６番委員。 

 

○３６番委員 

 ５号５番について報告します。 

 申請地は上小川小学校の南西に位置し、現況は雑種地である。なお、平成１０年頃、造成してしまっ

たという始末書が添付されている。農地区分は、拡張に係る部分の面積が既存の敷地の２分の１の面積

を超えないため、１種農地の既存施設の拡張に該当すると思われる。資金の調達については自己資金で

あるため問題ないと思われる。また、資金証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は駐車場

を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は９６５㎡であり、

また、隣接地の宅地１８，１７１．４６㎡を一体利用するもので、全体計画面積は１９，１３６．４６

㎡である。駐車場に利用するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は学校用地、西は道路、

南は水路、北は学校用地である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障

はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

６番、３４番委員。 

 

○３４番委員 

 ５号６番について報告します。 

 申請地は名波公園の東に位置し、現況は田である。なお、平成２７年１１月頃、盛土をしてしまった

という始末書が添付されている。農地区分は、都市計画区域内で用途地域が定められている区域内にあ

る農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資金の調達については融資である

ため問題ないと思われる。また、融資証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は一般住宅を

建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は１０８㎡であり、ま

た、隣接地の道路５６㎡と宅地１７４．１６㎡を一体利用するもので、全体計画面積は３３８．１６㎡

である。なお、一般住宅はおおむね５００㎡であるため妥当と思われる。申請地の東は田、西は道路、

南は田、北は宅地である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はない

ものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

７番、８番及び９番、１２番委員。 

 

○１２番委員 

 ５号７番について報告します。 

申請地はソニー鹿児島テクノロジーセンターの西に位置し、現況は田である。農地区分は、都市計画

区域内で用途地域が定められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当する

と思われる。資金の調達については自己資金であるため問題ないと思われる。また、資金証明も添付さ

れている。法定小作人なし。転用目的は貸駐車場及び物置を建設するものであり、計画性も妥当である
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ため実現は確実と思われる。計画面積は８１０㎡であり、貸駐車場及び物置に利用するためには相当な

面積であると思われる。申請地の東は宅地、西は田、南は道路、北は不耕作地である。隣接地について

は被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、

転用はやむを得ないと思われる。 

 

 ５号８番について報告します。 

 申請地はソニー鹿児島テクノロジーセンターの西に位置し、現況は荒地である。農地区分は、都市計

画区域内で用途地域が定められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当す

ると思われる。資金の調達については融資であるため問題ないと思われる。また、融資証明も添付され

ている。法定小作人なし。転用目的は一般住宅を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は

確実と思われる。計画面積は３７８㎡であり、一般住宅はおおむね５００㎡であるため妥当と思われる。

申請地の東は荒地、西は道路、南は宅地、北は宅地である。隣接地については被害防除計画書に記載し

てある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思

われる。 

 

 ５号９番について報告します。 

 申請地は府中公民館の北に位置し、現況は荒地である。農地区分は、都市計画区域内で用途地域が定

められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資金の調

達については自己資金であるため問題ないと思われる。また、資金証明も添付されている。法定小作人

なし。転用目的は宅地分譲２区画を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われ

る。計画面積は８９９．３９㎡であり、宅地分譲２区画に利用するためには相当な面積であると思われ

る。都市計画の用途が定められた第１種中高層住居専用地域内であるため妥当と思われる。申請地の東

は宅地、西は道路、南は宅地、北は道路である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置

をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以

上です。 

 

○議長（会長） 

１０番及び１１番、６番委員。 

 

○６番委員 

 ５号１０番について報告します。 

 申請地は小畑公民館の南東に位置し、現況は不耕作地である。農地区分は、都市計画区域内で用途地

域が定められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資

金の調達については自己資金であるため問題ないと思われる。また、資金証明も添付されている。法定

小作人なし。転用目的は貸駐車場車１６台分を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確

実と思われる。計画面積は４４３㎡であり、また、隣接地の雑種地１，６５１㎡を一体利用するもので、

全体計画面積は２，０９４㎡である。貸駐車場車１６台分に利用するためには相当な面積であると思わ

れる。申請地の東は水路、西は道路、南は不耕作地、北は道路である。隣接地については被害防除計画

書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを

得ないと思われる。 
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 ５号１１番について報告します。 

 申請地は小畑公民館の南東に位置し、現況は不耕作地である。農地区分は、都市計画区域内で用途地

域が定められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資

金の調達については融資であるため問題ないと思われる。また、融資証明も添付されている。法定小作

人なし。転用目的は一般住宅を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。

計画面積は２２１㎡であり、一般住宅はおおむね５００㎡であるため妥当と思われる。申請地の東は５

条申請地、西は道路、南は不耕作地、北は道路である。隣接地については被害防除計画書に記載してあ

る措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われ

る。以上です。 

 

○議長（会長） 

１２番、１２番委員。 

 

○１２番委員 

 ５号１２番について報告します。 

 申請地は松木公民館の北西に位置し、現況は不耕作地である。農地区分は、都市計画区域内で用途地

域が定められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資

金の調達については融資であるため問題ないと思われる。また、融資証明も添付されている。法定小作

人なし。転用目的は一般住宅を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。

計画面積は３４５㎡であり、一般住宅はおおむね５００㎡であるため妥当と思われる。申請地の東は宅

地、西は宅地、南は道路、北は不耕作地である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置

をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以

上です。 

 

○議長（会長） 

１３番、３６番委員。 

 

○３６番委員 

 ５号１３番について報告します。 

 申請地は有下公民館の西に位置し、現況は不耕作地である。農地区分は、住宅の用若しくは事業の用

に供する施設又は公共施設若しくは公益的施設が連たんしている区域に近接する区域内にある農地の

区域で、その規模がおおむね１０ｈａ未満であるため、２種農地の市街地近接農地に該当すると思われ

る。資金の調達については融資であるため問題ないと思われる。また、融資証明も添付されている。法

定小作人なし。転用目的は貸家を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。

計画面積は１９９㎡であり、貸家に利用するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は畑、

西は宅地、南は畑、北は道路である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため

支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。 

 

○議長（会長） 
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１４番、２３番委員。 

 

○２３番委員 

５号１４番について報告します。 

申請地は陸上自衛隊国分駐屯地の南に位置し、現況は畑である。農地区分は、都市計画区域内で用途

地域が定められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。

資金の調達については融資であるため問題ないと思われる。また、融資証明も添付されている。法定小

作人なし。転用目的は一般住宅を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。

計画面積は４４４㎡であり、一般住宅はおおむね５００㎡であるため妥当と思われる。申請地の東は道

路、西は宅地、南は道路、北は宅地である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をと

るため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上で

す。 

 

○議長（会長） 

１５番及び１６番、３５番委員。 

 

○３５番委員 

５号１５番について報告します。 

申請地は川内地区コミュニティセンターの東に位置し、現況は荒地である。なお、昭和６０年頃、造

成してしまったという始末書が添付されている。農地区分は、拡張に係る部分の面積が既存の敷地の２

分の１の面積を超えないため、１種農地の既存施設の拡張に該当すると思われる。資金の調達について

は自己資金であるため問題ないと思われる。また、資金証明も添付されている。法定小作人なし。転用

目的は駐車場を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は１４

５㎡であり、また、隣接地の宅地５７７．３９㎡を一体利用するもので、全体計画面積は７２２．３９

㎡である。駐車場に利用するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は宅地、西は宅地、南

は水路、北は宅地である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はない

ものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。 

 

５号１６番について報告します。 

申請地は稲富神社の東に位置し、現況は不耕作地である。農地区分は、他のいずれの要件にも該当し

ない農地、２種農地のその他の農地に該当すると思われる。資金の調達については自己資金であるため

問題ないと思われる。また、資金証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的はバイク置場と看

板設置場を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は２２０㎡

であり、バイク置場と看板設置場に利用するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は荒地、

西は水路、南は水路、北は道路である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるた

め支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

１７番、３６番委員。 
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○３６番委員 

 ５号１７番について報告します。 

 申請地は国分南小学校の南西に位置し、現況は不耕作地である。農地区分は、住宅その他申請に係る

土地の周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続しているため、

１種農地の集落接続施設に該当すると思われる。資金の調達については自己資金であるため問題ないと

思われる。また、資金証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は建売住宅２棟を建設するも

のであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は４５８㎡であり、建売住宅２棟

に利用するためには相当な面積があると思われる。申請地の東は水路、西は水路、南は宅地、北は田で

ある。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以

上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

１８番、１６番委員。 

 

○１６番委員 

 ５号１８番について報告します。 

 申請地は永山公民館の東に位置し、現況は畑である。農地区分は、他のいずれの要件にも該当しない

農地、２種農地のその他の農地に該当すると思われる。資金の調達については自己資金であるため問題

ないと思われる。また、資金証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は山林にするものであ

り、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は２，４０８㎡であり、申請地に全て植

林するもので相当な面積があると思われる。申請地の東は山林、西は田、南は道路、北は河川と山林で

ある。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以

上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

１９番及び２０番、２５番委員。 

 

○２５番委員 

 ５号１９番について報告します。 

 申請地は野坂公民館の北西に位置し、現況は畑である。農地区分は、他のいずれの要件にも該当しな

い農地、２種農地のその他の農地に該当すると思われる。資金の調達については自己資金であるため問

題ないと思われる。また、資金証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は太陽光発電施設を

建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は２，０７２㎡であり、

太陽光パネル４２４枚の太陽光発電施設として利用するためには相当な面積であると思われる。申請地

の東は道路、西は畑、南は宅地、北は畑である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置

をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。 

 

５号２０番について報告します。 

 申請地は前川内集落センターの北東に位置し、現況は畑である。農地区分は、農用地区域内の農地に

該当すると思われる。資金の調達については自己資金であるため問題ないと思われる。また、資金証明
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も添付されている。法定小作人なし。転用目的は現場事務所と資材置場を建設するものであり、計画性

も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は２，４９６㎡であり、現場事務所と資材置場に利

用するためには相当な面積であると思われる。一時転用の期間は平成２８年１１月１０日から平成２９

年１１月９日までで、一時転用終了後農地へ復元する計画のため妥当であると思われる。申請地の東は

畑、西は道路、南は山林、北は道路である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をと

るため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上で

す。 

 

○議長（会長） 

２１番、２２番及び２３番、２番委員。 

 

○２番委員 

 ５号２１番について報告します。 

申請地は塩浸温泉の南西に位置し、現況は畑である。農地区分は、他のいずれの要件にも該当しない

農地、２種農地のその他の農地に該当すると思われる。資金の調達については融資であるため問題ない

と思われる。また、融資証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は太陽光発電施設を建設す

るものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は２９，７４３㎡であり、ま

た、隣接地、山林等の２３２，２６０．５５㎡を一体利用するもので、全体計画面積は２６２，００３．

５５㎡である。太陽光パネル４６，５００枚の太陽光発電施設として利用するためには相当な面積であ

ると思われる。申請地の東は山林、西は山林、南は山林、北は山林である。隣接地については被害防除

計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はや

むを得ないと思われる。 

 

５号２２番について報告します。 

申請地は本町公民館の北西に位置し、現況は畑である。農地区分は、都市計画区域内で用途地域が定

められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資金の調

達については自己資金であるため問題ないと思われる。また、資金証明も添付されている。法定小作人

なし。転用目的は資材置場、駐車場及び通路を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確

実と思われる。計画面積は２５９㎡であり、資材置場、駐車場及び通路に利用するためには相当な面積

であると思われる。申請地の東は宅地、西は道路、南は宅地と通路、北は宅地である。隣接地について

は被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、

転用はやむを得ないと思われる。 

 

５号２３番について報告します。 

申請地は隼人人権啓発センターの北東に位置し、現況は畑である。農地区分は、都市計画区域内で用

途地域が定められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。

資金の調達については自己資金であるため問題ないと思われる。また、資金証明も添付されている。法

定小作人なし。転用目的は貸駐車場を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思わ

れる。計画面積は２９７㎡であり、また、隣接地の雑種地４１１㎡を一体利用するものであり、全体計

画面積は７０８㎡である。貸駐車場に利用するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は雑
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種地、西は荒地と雑種地、南は宅地、北は道路と雑種地である。隣接地については被害防除計画書に記

載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ない

と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

２４番及び２５番、３番委員。 

 

○３番委員 

 ５号２４番について報告します。 

 申請地は松山公民館の南東に位置し、現況は雑種地である。なお、昭和６１年頃、造成してしまった

という始末書が添付されている。農地区分は、住宅の用若しくは事業の用に供する施設又は公共施設若

しくは公益的施設が連たんしている区域に近接する区域内にある農地の区域で、その規模がおおむね１

０ｈａ未満であるため、２種農地の市街地近接農地に該当すると思われる。資金の調達については融資

であるため問題ないと思われる。また、融資証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は一般

住宅及び貸駐車場を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は

７０９㎡であり、また、隣接地の宅地３０．４８㎡を一体利用するものであり、全体計画面積は７３９．

４８㎡である。一般住宅及び貸駐車場に利用するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は

荒地、西は畑、南は荒地、北は宅地である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をと

るため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。 

 

 ５号２５番について報告します。 

 申請地は宮西公民館の南に位置し、現況は畑である。農地区分は、住宅その他申請に係る土地の周辺

の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続しているため、１種農地の

集落接続施設に該当すると思われる。資金の調達については融資であるため問題ないと思われる。また、

融資証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は一般住宅を建設するものであり、計画性も妥

当であるため実現は確実と思われる。計画面積は２５８㎡であり、一般住宅はおおむね５００㎡である

ため妥当と思われる。申請地の東は道路、西は道路、南は道路、北は道路である。隣接地については被

害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転

用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

２６番、３７番委員に代わり１１番委員。 

 

○１１番委員 

 ５号２６番について報告します。 

申請地は市営東郷団地の西に位置し、現況は不耕作地である。農地区分は、都市計画区域内で用途地

域が定められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資

金の調達については融資であるため問題ないと思われる。また、融資証明も添付されている。法定小作

人なし。転用目的は一般住宅を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。

計画面積は３８５㎡であり、一般住宅はおおむね５００㎡であるため妥当と思われる。申請地の東は４
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条申請地、西は道路、南は田、北は道路である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置

をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以

上です。 

 

○議長（会長） 

２７番、１４番委員。 

 

○１４番委員 

 ５号２７番について報告します。 

申請地は市営三田坪団地の南に位置し、現況は畑である。農地区分は、都市計画区域内で用途地域が

定められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資金の

調達については融資であるため問題ないと思われる。また、融資証明も添付されている。法定小作人な

し。転用目的は一般住宅を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画

面積は３３０㎡であり、一般住宅はおおむね５００㎡であるため妥当と思われる。申請地の東は田、西

は道路、南は畑、北は畑である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障

はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

ただいま調査委員の意見報告が終わりました。補足・説明はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

この件について質疑・討論はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。農地法第５条の規定による許可申請２７件は、

転用はやむを得ないということで許可という意見です。これについて賛成の方の挙手を求めます。 

 

○        〔賛成多数〕 

 

○議長（会長） 

 賛成多数であります。よって、議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請の処分決定について」

は、転用は許可ということに決定いたしました。つきましては１１月７日開催の鹿児島県農業会議常設

審議委員会に法律により定められた案件及び県農業会議の決議に該当の案件について意見聴取いたし

ます。また、２１番については、許可の意見を附して県に進達します。 
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△ 議案第６号 「あっせん申出」について 

 

○議長（会長） 

 次に、議案第６号「あっせん申出について」を議題とします。当委員会に対し、農地移動適正化あっ

せん事業実施要領規定によるあっせん申し出が売渡希望１件、貸付希望１件が提出されましたので審議

を求めます。なお、売渡希望の１番は取り下げられました。調査委員の報告をお願いします。貸付希望

の２番を１番委員。 

 

○１番委員 

売渡希望の２番を報告します。 

あっせん申出のあった土地は、１０ａに満たない土地で進入路もない土地でありますが、私有地を進

入路に使っても構わないという事でありますので、あっせんを受けたいと思います。 

 

○議長（会長） 

 ただいま調査委員の意見報告が終わりました。これについて質疑・討論はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。あっせん申出の貸付希望１件につきまして、あ

っせんを行うことに賛成の方の挙手を求めます。 

 

○        〔賛成多数〕 

 

○議長（会長） 

 賛成多数であります。よって、議案第６号「あっせん申出について」の貸付希望１件つきましては、

あっせんを行うことに決定いたしました。それでは、あっせん委員を指名いたします。貸付希望の２番

を１番委員と３３番委員に。以上のとおりあっせん委員を指名させていただきました。お互いに連絡を

密にしてあっせん行動が整いますようお願いいたします。 

 

 

 

△ 議案第７号 「平成２８年第７回霧島市農業委員会定例総会 第８号議案の継続審議の案件」 

について 

 

○議長（会長） 

 次に、議案第７号「平成２８年第７回霧島市農業委員会定例総会 第８号議案の継続審議の案件につ

いて」を議題といたします。農地法第３０条第２項の規定に基づき、農地の利用状況調査の結果に伴う

農地法第２条第１項に規定する農地に該当するか否かの判断に係る決定について、当委員会での審議を
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求めます。それでは事務局の説明を求めます。 

 

○事務局（有村主任主事） 

 議案第７号「平成２８年第７回霧島市農業委員会定例総会 第８号議案の継続審議の案件」について

説明いたします。本議案は、平成２８年第７回霧島市農業委員会定例総会 第８号議案「荒廃農地の発

生・解消状況に関する調査による農地・非農地の意見決定」について提案いたしましたが、現地調査等

が必要であるとの判断で継続審議となりました。まずは、本案件について、第８回専門部会において、

全農業委員会による現地調査を実施し、その後の協議の中で当該農地に係る農用地区域からの除外の時

期や用途地域に指定された時期、農地海岸保全区域等に関し、いくつかの検討事項をあげていただきま

した。第９回専門部会では、第８回専門部会で提案していただきました検討事項に対し、関係機関に行

った調査内容を報告し、協議いただいところです。そして、今回、その判断をお願いするものです。対

象農地につきましては、田２０７筆、１８８，５４５㎡であります。これらの農地につきましては、農

地法第３０条第２項に基づく農地の利用状況調査の結果、森林・原野化している等農地に復元するため

の物理的な条件整備が著しく困難なもの、又は周囲の状況から見て、その土地を農地として復元しても

継続して利用することができないと見込まれた農地であり、また、非農地にすることで、周囲の農地の

集団化や農作業への影響はないものと思われます。以上、これまで検討いただきました農地に対し、農

地法第２条第１項に規定する農地に該当するか否かについて、ご審議をよろしくお願いいたします。以

上です。 

 

○議長（会長） 

 事務局の説明が終わりました。これについて質疑・討論はありませんか。２１番委員。 

 

○２１番委員 

 全員で現地調査を行ったわけですが、耕作している農地が何ヶ所かありますが、その取扱いはどのよ

うな取り扱いになりますか。２０７筆に入っているのですか。 

 

○議長（会長） 

 事務局。 

  

○事務局（有村主任主事） 

 現在、耕作されている農地につきましては、この２０７筆には入っておりません。 

 

○２１番委員。 

 分かりました。 

 

○議長（会長） 

 その他、質疑・討論はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 
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○議長（会長） 

 これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。平成２８年第７回霧島市農業委員会定例総会 第

８号議案の継続審議の案件については、農地法第２条第１項の農地に該当せず、非農地であるとの判断

です。このことを認めることに賛成の方の挙手を求めます。 

 

○        〔賛成多数〕 

 

○議長（会長） 

 賛成多数であります。よって、議案第７号「平成２８年第７回霧島市農業委員会定例総会 第８号議

案の継続審議の案件について」は、非農地とすることに決定いたしました。 

 

 

 

△ 議案第８号 「農地法第２条第１項に規定する農地に該当するか否かの判断に係る決定」 

について 

 

○議長（会長） 

 次に、議案第８号「農地法第２条第１項に規定する農地に該当するか否かの判断に係る決定について」

を議題といたします。農地法第３０条第１項の規定に基づき、農地の利用状況調査の結果に伴う、農地

法第２条第１項に規定する農地に該当するか否かの判断に係る決定について、当委員会での審議を求め

ます。事務局の説明を求めます。 

 

○事務局（内田グループ長） 

 それでは説明いたします。農地法第２条第１項に規定する農地に該当するか否かの判断は、農地法に

おいて定める農地に該当するか否かの判断で、いわゆる非農地の判断を行うか否かという議案になりま

す。これまで出された議案は「荒廃農地発生・解消状況に関する調査による農地・非農地の意見決定」

という名称でしたが、これは農政畜産課が行う調査の結果、非農地として認めるか否かの意見決定を市

長より意見を求められるものです。今回の議案第８号は、農業委員会が行う利用状況調査の結果を元に

農地・非農地の判断を行うもので、これまでの議案内容と異なることとなります。今回の農地４筆につ

きましては、当該農地に係る本年度の利用状況調査の結果、非農地と判断されております。つきまして

は、当該農地が農地法第２条第１項に規定する農地に該当するか否かについて、ご審議方よろしくお願

いいたします。なお、今回提出した４筆以外につきましては、１１月の総会へ上程する予定としており

ます。以上です。 

 

○議長（会長） 

 事務局の説明が終わりました。これについて質疑。討論はありませんか。１６番委員。 

 

○１６番委員 

 農業委員がそれぞれの担当地区を調査し判断していますので、委員の判断を尊重すべきだと思います。 
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○議長（会長） 

 ４番委員。 

 

○４番委員 

 畑４筆を上程されていますが、農地の地番が掲載されていないのですが。 

 

○議長（会長） 

 事務局。 

 

○事務局（内田グループ長） 

 これまでも農地の所在地、地番については議案には掲載致しておりません。農地の所在等につきまし

ては、専門部会で説明したとおりであります。 

 

○議長（会長） 

 ４番委員。 

 

○４番委員 

 私は所在地については知っていますが、他の委員の方々が審議する中で所在地、地番が分からないと

審議するのは難しいのではないでしょうか。 

 

○議長（会長） 

 事務局。 

 

○事務局（内田グループ長） 

 先程も申し上げたとおり、議案書の掲載は総計での計上をしております。内容につきましては、専門

部会で説明しており、皆さんご承知のことと思います。なお、必要であれば別紙で対応することも検討

したいと思います。 

 

○議長（会長） 

 ４番委員。 

 

○４番委員 

 分かりました。 

 

○議長（会長） 

 １６番委員からもありましたが、担当地区の委員は自分の利用状況調査によって責任のある調査を行

っていただいたと思っております。そのあたりはご理解をして頂きたいと思います。３６番委員。 

 

○３６番委員 

 非農地判定はこれで問題はないと思いますが、一団の農地の中の判定はどのように扱ったらよろしい
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でしょうか。 

 

○議長（会長） 

 今回の利用状況調査の緑・黄色・赤色の判定がなくなっています。いわゆる１号、２号、それに非農

地という項目しかありません。一番判断が難しかったものが、以前の黄色に認定されていた農地をどの

ように取り扱うかというのが一番苦心されたと思っています。今回の場合を含めまして、非農地判定に

は、植林２０年以上、自然林、原野化とありまして、黄色判定をした農地、畑、田んぼにつきましては

私も判断を悩みました。やはり、今後も耕作される意思がないというところを踏み込んで考えると、非

農地に丸をして原野化の判定をした所もありました。また、一団の農地、いわゆる１０ｈａ以上の広が

りの場合はどう判断したら良いかと言われましたが、その辺りは自分の目で見て６年、７年と長年調査

担当委員として地区を見てこられた経緯を踏まえて、判断するものと思いますので、ご理解を賜りたい

と存じます。 

 

○議長（会長） 

 その他に質疑・討論はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。農地法第２条第１項に規定する農地に該当する

か否かの判断に係る決定については、農地法第２条第１項の農地に該当せず、非農地であるとの判断で

す。このことを認めることに賛成の方の挙手を求めます。 

 

○        〔賛成多数〕 

 

○議長（会長） 

 賛成多数であります。よって、議案第８号「農地法第２条第１項に規定する農地に該当するか否かの

判断に係る決定について」は、非農地とすることに決定いたしました。 

 

以上で平成２８年第１０回農業委員会定例総会に付議されました議案の審議はすべて終了いたしま

した。 

次に「その他」はありませんか。４番委員。 

 

○４番委員 

 事務局にお願いしたいと思います。議案７号が非農地通知を決定したところですが、土地改良区を含

めた各関係機関との協議をお願いします。 

 

○議長（会長） 

 他にありませんか。２１番委員。 
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○２１番委員 

 数日前の南日本新聞に掲載されていましたが、霧島市の中山間事業に関する報道がありました。農業

委員として、中山間事業を行っている地域について注意をして頂けたらありがたいと思います。 

 

○議長（会長） 

 この他にありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

これで平成２８年第１０回霧島市農業委員会定例総会を閉会いたします。本日はこれにて散会いたし

ます。 

 

○砂田事務局長 

 姿勢を正して下さい。一同、礼。 

 

 

「閉 会  午前 １１時５０分」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   番                  

 

 

      番                  

 

 

      番                  


